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児
童
手
当
法
及
び
所
得
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一
　
児
童
手
当
法
の
一
部
改
正
（
第
一
条
関
係
）

一
　
題
名

題
名
を
「
子
育
て
支
援
手
当
法
」
に
改
め
る
こ
と
。

二
　
目
的

こ
の
法
律
は
、
子
育
て
に
係
る
経
済
的
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
児
童
を
養
育
し
て
い
る
者
等
に
対
し
子
育
て
支
援
手
当

を
支
給
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
次
代
の
社
会
を
担
う
児
童
等
を
育
て
て
い
る
家
庭
に
お
け
る
生
活
の
安
定
に
寄
与
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
こ
と
。

三
　
定
義

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
子
育
て
支
援
手
当
」
と
は
、
児
童
手
当
及
び
子
育
て
継
続
手
当
を
い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

四
　
児
童
手
当

１
　
趣
旨

児
童
手
当
は
、
児
童
を
養
育
し
て
い
る
家
庭
に
お
け
る
生
活
の
安
定
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
、
次
代
の
社
会
を
担
う
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児
童
の
健
全
な
育
成
及
び
資
質
の
向
上
に
資
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

２
　
受
給
者
の
責
務

児
童
手
当
の
支
給
を
受
け
た
者
は
、
こ
れ
を
１
の
趣
旨
に
従
っ
て
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

３
　
所
得
制
限
に
係
る
所
得
の
額

児
童
手
当
受
給
者
の
所
得
制
限
に
係
る
所
得
の
額
に
つ
い
て
法
定
し
、
そ
の
額
は
、
現
行
の
二
倍
程
度
の
水
準
に
設

定
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

４
　
児
童
手
当
の
額

児
童
手
当
の
額
は
、
一
月
に
つ
き
、
第
一
子
及
び
第
二
子
に
つ
い
て
は
一
万
円
と
し
、
第
三
子
以
降
に
つ
い
て
は
二

万
円
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

五
　
子
育
て
継
続
手
当

１
　
子
育
て
継
続
手
当
の
支
給

子
育
て
継
続
手
当
は
、
十
八
歳
以
上
二
十
三
歳
未
満
の
子
で
あ
っ
て
そ
の
所
得
の
額
が
政
令
で
定
め
る
額
以
下
の
も

の
の
生
計
を
維
持
す
る
父
、
母
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
親
族
に
対
し
て
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
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２
　
子
育
て
継
続
手
当
の
所
得
制
限
及
び
額

子
育
て
継
続
手
当
受
給
者
の
所
得
制
限
及
び
子
育
て
継
続
手
当
の
額
は
、
児
童
手
当
と
同
様
の
も
の
と
す
る
こ
と
。

六
　
子
育
て
支
援
手
当
に
要
す
る
費
用
の
負
担

子
育
て
支
援
手
当
の
支
給
に
要
す
る
費
用
は
、
そ
の
百
分
の
九
十
九
に
相
当
す
る
額
を
国
庫
が
負
担
し
、
そ
の
百
分
の

〇
・
五
に
相
当
す
る
額
を
都
道
府
県
及
び
市
町
村
が
そ
れ
ぞ
れ
負
担
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

七
　
拠
出
金
の
徴
収

一
般
事
業
主
か
ら
徴
収
す
る
拠
出
金
は
、
児
童
育
成
事
業
に
要
す
る
費
用
に
の
み
充
て
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

八
　
特
例
給
付
の
廃
止

被
用
者
等
に
対
す
る
特
例
給
付
は
、
廃
止
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
二
　
所
得
税
法
の
一
部
改
正
（
第
二
条
関
係
）

扶
養
控
除
の
対
象
を
年
齢
七
十
歳
以
上
の
扶
養
親
族
及
び
障
害
者
で
あ
る
扶
養
親
族
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、

当
分
の
間
は
、
年
齢
二
十
三
歳
以
上
七
十
歳
未
満
の
扶
養
親
族
も
扶
養
控
除
の
対
象
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
三
　
施
行
期
日
等
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一
　
第
一
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二
　
第
二
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

三
　
経
過
措
置
そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。


